
 

議案第 3号 

 多古町地域公共交通計画別紙（地域内フィーダー系統）の策定について 

 

多古町地域公共交通計画別紙（地域内フィーダー系統）は、別添に定めるとこ

ろによる。 

 

令和７年 6月 18日 

 

多古町地域公共交通会議 

会 長  平 山  富 子 

 

 

説明 

 

  高齢者等の移動手段を確保するため、多古町が運行を委託し、多古タクシ

ー有限会社が運行している多古町デマンドタクシーについて、国の「地域内フ

ィーダー系統確保維持費国庫補助金」の要件を満たすことから、交付を受ける

ために必要な地域公共交通計画別紙を策定するものです。 

本件については、今後の関係機関との協議により、主要部以外の箇所につい

て修正となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 



別 紙 

 

 

令和７年６月１８日 

 

          （名称）多古町公共交通活性化協議会           
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

多古町内では、多古－成田空港間シャトルバス、高速バス（京成バス千葉イースト株式会

社）、路線バス（ジェイアールバス関東株式会社、京成バス千葉イースト株式会社）、一般

タクシーが運行しており、主に近隣市町への移動を支えている。また、町がタクシー事業

者（多古タクシー有限会社）に町内全域の運行を委託している多古町デマンドタクシー（以

下、デマンドタクシー）が、町内における移動を支えている。 

デマンドタクシーは、高齢者等の通院、買い物等の日常生活における主要な交通手段と

して機能しているほか、町内の停留所で路線バス等に接続し、町外への移動における支線

の役割を担っている。多古町は県内町村で２番目に町域が広く、集落が点在していること

から、徒歩で行ける範囲にバスの停留所がない住民も多く、住民生活の維持に必要不可欠

な交通機関である。 

しかし、運行経費等の高騰により、町単独での運行維持が困難となってきているため、

地域公共交通確保維持事業の活用により、町民の生活交通手段を確保していくことが必要

である。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

デマンドタクシー利用者数を令和１１年度までに 1 日あたり４５．０人以上（令和４年度

実績値３５．２人）とする。 

 デマンドタクシーの利用者１人あたりの財政負担額を令和１１年度までに１，５７０円

以下（令和４年度実績値２，０５１円）とする。 

（多古町地域公共交通計画 Ｐ５６ 参照） 

（２）事業の効果 

デマンドタクシーの運行により、高齢者等が日常生活を送る上で必要な通院や買い物

など、地域内の移動手段を確保することができる。また、路線バスなどを含む町内の生

活交通ネットワークが連携することにより、効率的な公共交通体系が実現できる。 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

【デマンドタクシーの利便性向上】（町・交通事業者） 

・ 利用者アンケート結果等を踏まえてデマンドタクシーの運行内容について見直しを

検討し、町内移動の利便性向上を図ります。また、地域内フィーダー系統確保維持費

国庫補助金を活用し、運行を維持します。（多古町地域公共交通計画 Ｐ６７参照） 

 

【共通定期券の導入検討】（町・交通事業者） 

 ・ 利用者が複数の交通機関をスムーズに乗り継げるように、複数の交通モード間で利

用可能な共通定期券の導入を検討します。（多古町地域公共交通計画 Ｐ６９ 参照） 

 

【パンフレット等の作成】（町） 

・ 複数の交通モードを乗り継ぐために必要な情報の提供などを行います。パンフレッ

トには町内施設の情報を掲載するなど、外出のきっかけ作りを図ります。（多古町地域公共

交通計画 Ｐ７０ 参照） 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

表１を添付 
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５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図るデマンドタクシーについて、その

運行に係る費用総額３０，８９２，８４０円（見込額）のうち、多古町から運行事業者へ

の補助金額については、運行収入及び国庫補助金を運行経費から差し引いた差額分を負担

することとしている。   

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

・ 利用者数や収支について、運行事業者からの運行実績報告により現状値を把握し、各

目標値と照合することで評価を実施する。 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 ※該当なし 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期及

びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

 表５を添付。 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

※該当なし 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

※該当なし 

（２）事業の効果 

※該当なし 

13車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

  ※該当なし 
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15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

  ※該当なし 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

  ※該当なし 

（２）事業の効果 

  ※該当なし 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

  ※該当なし 

18．協議会の開催状況と主な議論 

多古町地域公共交通会議 

令和６年２月２０日 地域公共交通計画策定について協議し、承認を得た。 

令和６年６月１９日 計画別紙（令和７年度）について協議し、承認を得た。 

令和７年６月１８日 計画別紙（本計画）について協議し、承認を得た。 

19．利用者等の意見の反映状況 

多古町地域公共交通計画策定時に下記の調査を実施し、デマンドタクシーが高齢者等

の外出を支えている実態が把握できたので、運行の維持を図るため本計画を作成した。 

・ 町民アンケート調査（１５歳以上の町民２０００人） 

・ デマンドタクシー利用登録者アンケート調査（デマンドタクシーの利用登録者５

８８人） 

・ 民生委員・児童委員アンケート調査 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）千葉県香取郡多古町多古 584番地 

（所 属）多古町企画政策課    

（氏 名）大木 智也            

（電 話）0479-76-5417           

（e-mail）kikaku-seisaku@town.tako.lg.jp   
 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 



多古町地域公共交通計画 

地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統）に関する記載箇所一覧表 

 

 

 

１．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域の公共交通における位

置づけ・役割 

多古町地域公共交通計画 ６１ページ 

２．前号を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性 

多古町地域公共交通計画 ６１ページ 

３．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統に係る事業及び実施主体の概

要 

多古町地域公共交通計画 １３ページ、１４ページ、６１ページ、６３ページ 

４．地域公共交通計画の区域内全体における地域旅客運送サービスの利用者の数、収支、費用に係る国

又は地方公共団体の支出の額その他の定量的な目標・効果及びその評価手法 

多古町地域公共交通計画 ５６ページ、５７ページ、７７ページ、７８ページ 

 

 

（添付資料） 

・上記記載の地域公共交通計画の該当ページ（写し） 

 

※ご参考 

・要綱第１７条第１項 

 陸上交通（地域内フィーダー系統）に係る地域公共交通確保維持事業（以下この条において単に「地 

域公共交通確保維持事業」という。）を行う場合は、地域公共交通計画に、当該地域公共交通計画の計 

画期間内における次に掲げる事項について具体的に記載するものとする。 

一 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域の公共交通における位置付

け・役割 

二 前号を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性 

三 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統に係る事業及び実施主体の概要 

四 地域公共交通計画の区域内全体における地域旅客運送サービスの利用者の数、収支、費用に係る国

又は地方公共団体の支出の額その他の定量的な目標・効果及びその評価手法 

 



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 令和8年度

起点 経由地 終点 運行態様の別

基準ハで
該当する
要件
（別表７・
９）

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

基準ホで該
当する要件
（別表７のみ）

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

市区町村名 運送予定者名
運行系統名等
（申請番号）

系統
キロ程

多古
町内

多古町 多古タクシー有限会社 (1) 多古町デマンドタクシー ③

運行系統
地域内フィーダー系統の基準適合

（別表７・別表９・別表１０）

往　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

日 回 区域運行 ①

多古台バスターミナ
ル等の町内停留所で
ジェイアールバス関東
の運行する補助対象
地域間幹線系統多古
本線・栗源線と接続

運
送
継
続
特
例
措
置



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要綱
別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交通不
便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場合
には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運輸
局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定年
月日及び
特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

多古町地域公共交通計画 令和6年3月21日

交通不便地域等 該当なし

人　口 対象地区 根拠法

市区町村名 多古町

人　口

人口集中地区以外 13735


















